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第１ 策定の趣旨 

京都府では、人権という普遍的文化を構築することを目標に、人権教育及び人権啓発の推

進に関する法律（平成１２年法律第１４７号）に基づく施策として「京都府人権教育・啓発

推進計画（第２次）（以下、「第２次推進計画」という。）」を策定している。 

同計画に基づき、平成２８年度の人権教育・啓発の取組を推進する上での重点事項を明ら

かにするため、この実施方針を定める。 

 

 

第２ 平成２７年度における人権をめぐる状況 

国内外における制度規範等の動きとして、国際連合総会においては、拉致被害者の帰国を

勧告する内容を含む「北朝鮮における人権に関する国連調査委員会」報告書の内容を反映さ

せた前年の国連総会決議を基に、１１年連続で、北朝鮮の組織的かつ広範で深刻な人権侵害

を非難する内容の北朝鮮人権状況決議が採択されている。 

また、国内では、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）（平

成２７年法律第６４号）や、個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）及び行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（マイナンバー法）の一部

を改正する法律（平成２７年法律第６５号）が成立した。 

国内の人権をめぐる状況をみると、学校でのいじめ・体罰の問題、社会的に弱い立場にあ

る子ども、女性、高齢者、障害のある人を被害者とする暴行・虐待、インターネットを悪用

した人権侵害、自殺の問題、子どもの貧困、認知症高齢者等の問題、長時間・過重労働や賃

金不払い残業などによる違法な働き方を強いたり、学生等の立場を尊重せず無理解な働き方

を強いる企業等、ハラスメント、メンタルへルスなど労働環境に関わる問題など、様々な課

題が顕在化しており、あらためて、一人ひとりの尊厳と人権の大切さについて、社会全体で

共有していくことが強く求められている。 

こうした中で、特定の国籍等の外国人を排斥する趣旨の言動が公然と行われる、いわゆる

ヘイトスピーチの問題について、継続的な啓発が行われており、平成２７年１２月には、法

務省から、ヘイトスピーチを行ったとされる者に対して初の勧告が出されている。また、性

同一性障害の人や、同性愛者、両性愛者等の性的少数者（LGBT）の人権に対する認識が広が

りつつあり、文部科学省から児童生徒へのきめ細かな対応に関する通知が出されるなどして

いる。 

京都府では、こうした状況も踏まえながら、「明日の京都」で人権尊重の重要性をすべて

の施策の基本に位置付け、人が大切にされるために、つながり、支え合う、人にやさしい社

会の実現に向け、関係機関や関係団体等とも連携し、人権問題の解決に向けた施策を推進し

ているところである。平成２７年１２月には、これまでの成果や課題を踏まえ、京都府とし

て人権教育・啓発に関する施策を引き続き総合的かつ計画的に進めるため、平成１７年に策

定した「新京都府人権教育・啓発推進計画」を継承・発展させた第２次推進計画を策定した。 

個別分野の主なものとしては、「京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと

暮らしやすい社会づくり条例」の施行、「京都府自殺対策に関する条例」の施行及び「京都

府自殺対策推進計画」の策定、「京都府子どもの貧困対策推進計画」に基づく施策の開始、
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「京都性暴力被害者ワンストップ相談支援センター（京都SARA）」の開設などが挙げられる。 

また、ヘイトスピーチについては、京都府では平成２６年１２月に、人を排斥し、誹謗中

傷するような行為は許されないという趣旨の知事メッセージを発信したが、その後、平成２

７年１０月までに府議会及び府内全市長村議会でも意見書が採択されている。 

府民等への啓発の取組としては、「京都ヒューマンフェスタ」の開催や、京都府人権啓発

イメージソング「世界がひとつの家族のように」を活用した人権啓発活動など、府民の皆さ

んやＮＰＯ、関係機関等との連携を図りながら様々な取組を推進するほか、新聞や府民だよ

りへの掲載、ラジオの番組を通じて、最近の人権問題についての情報を提供するなどの取組

に努めた。さらに、平成２７年は「同和問題の解決は国の責務で国民的課題」とした同和対

策審議会答申から５０年という節目の年であったことを踏まえ、人権週間に当たって、知事

から府民の皆さんへ、一人ひとりの尊厳と人権が尊重されるために、人と人とが互いにつな

がり支え合う絆の大切さや、すべての人がいきいきと暮らし、夢と希望の持てる社会を築く

ことを呼びかけるメッセージを発信した。 

 

 

第３ 平成２８年度実施方針 

この度、改定した第２次推進計画に基づき、「一人ひとりの尊厳と人権が尊重され、だれ

もが自分らしく生きることができる社会」の実現に向けて、人権という普遍的文化を京都府

において構築するため、引き続き、学校・地域社会等、現場の状況をしっかり踏まえながら、

効果的な人権教育・啓発や人権尊重の視点に立った各施策を、国や市町村など関係機関、Ｎ

ＰＯ等民間団体と連携を深めながら推進していく。 

計画改定に先立ち実施した府民調査結果によると「人権がさらに尊重された社会になって

いる」と感じる人は増加しているが、「一人ひとりの人権意識が高くなっている」と感じる

人の割合は横ばい又はやや減少の傾向となっている。これは、近年、個別の人権問題につい

て､障害者差別解消法やいじめ防止対策推進法、子ども貧困対策法などに基づく新たな枠組の

整備が進む一方で、いわゆるヘイトスピーチの問題やインターネット社会の急速な進展の中

での匿名性を悪用した表現の蔓延や個人情報の流出、子ども、高齢者、障害のある人などの

虐待問題の顕在化などにより、人権意識が向上したという実感が薄いのではないか、という

調査分析がある。 

こうしたことを踏まえ、一人ひとりの個性の違いや多様性を認め合う共生社会の実現を目

指し、多様化・複雑化する人権問題への対応とともに、さらなる人権意識の向上に向け、こ

れまで人権研修を受ける機会の少なかった人も含めた、効果的な人権教育・啓発を推進して

いく。 

例えば、多文化共生社会の実現をめざし、国や市町村等との連携による、差別を扇動し、

助長・拡散するヘイトスピーチ等を許さないことに焦点を当てた啓発の実施や、行政や学校

等教育関係に加え、企業等で実施される人権研修や啓発への支援なども視野に入れ、様々な

人権問題に係る教育・啓発やその支援等に取り組むとともに、府民が人権問題に直面した際

に、身近に相談でき、適切なサービスを受けられるよう、相談機関相互の連携・充実を図っ

ていく必要がある。 

こうした認識のもと、次のような重点事項を踏まえた取組を推進する。 
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１ 各人権問題に係る取組 

 

○同和問題 

 ・ 同和問題に対する正しい理解と認識を深めることによって差別意識や偏見を解消する

ことができるよう、学校、家庭、地域社会等における人権教育・啓発の充実、住民相互

の交流を通じた地域づくりを推進 

・ 隣保館が福祉の向上や人権教育・啓発の住民交流の拠点として活用されるよう、市町

村と連携し、各地域のニーズを的確に把握して取組を推進 

 

○女 性 

・ 働きたい女性のニーズに応じた就業・保育支援、経済団体等と連携した｢輝く女性応

援京都会議｣のもとでの積極的な人材育成や登用、｢働き方改革｣の推進、女性リーダー

の育成等、地域で女性が活躍できる環境整備を推進 

・ ＤＶ、ストーカー、性暴力等、女性に対するあらゆる暴力の根絶に向けた取組、適切

な被害者支援を実施 

・ 企業の管理職等への研修などを通したハラスメント防止、相談や被害者支援を推進 

 

○子ども 

・ 虐待の未然防止、被害児の保護、心理的ケア等、子どもが安心・安全に暮らすための

取組を推進 

・ いじめ、暴力行為、児童ポルノ等について、未然防止及び支援・相談・指導体制を強

化するとともに、学校・家庭・地域社会・関係機関が連携して取組を推進。また、不登

校の子ども一人ひとりの状況に応じた支援を実施 

・ 「京都府子どもの貧困対策推進計画」に基づく総合的な取組を推進 

・ 子どもが保護の対象であると同時に権利行使の主体であるという視点に立った啓発を

推進 

 

○高齢者 

・ 医療、介護、介護予防、住まい及び日常生活の支援が一体的に提供される「地域包括

ケアシステム」を一層推進 

・ 虐待を受けた高齢者の保護、判断能力が不十分な高齢者の権利擁護及び擁護者支援 

・ 家族介護者への支援や介護負担の軽減等の取組を推進 

・ 雇用・就業機会の確保など、意欲や経験・能力を持った高齢者の社会参加を支援 

・ 京都府福祉のまちづくり条例に基づく社会環境整備や相談対応、啓発の推進 

 

○障害のある人 

・ 障害者差別解消法が施行されることも踏まえ、障害のある人が社会・経済・文化の各

分野で平等に参加、活動できる社会を実現するため、社会的障壁の除去のための合理的

な配慮の実践、雇用及び就労の促進、文化芸術・スポーツの振興等を推進 

・ 虐待を受けた人の保護・自立支援、養護者・家族介護者への支援、介護負担軽減等の
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取組を推進 

・ 障害及び障害のある人に対する理解の促進、ふれあいや交流の場づくり、住宅の確保

に向けた取組等、障害のある人の社会参加に向けた取組を推進 

・ 京都府福祉のまちづくり条例に基づく社会環境整備や相談対応、啓発の推進 

 

○外国人 

・ いわゆるヘイトスピーチの問題等も踏まえ、多文化共生社会の実現に向け、特に、人

を排斥し、誹謗中傷するような行為は許されないという人権意識や、外国籍府民等への

正しい理解と認識の浸透を図るための啓発を推進 

・ 各種懇談会への参加等、地域づくりに係る取組への外国籍府民等の参画等を促進 

・ （公財）京都府国際センターと関係機関の連携による災害時支援体制の構築を推進 

・ 学校において、外国籍児童生徒の個々の状況に応じた指導や支援等を実施 

 

○ハンセン病・感染症・難病患者等 

・ 患者が適切な医療を受けられるよう、療養環境の整備や、公的な相談体制の整備等を

通じた医療機関等との信頼関係の構築や回復を図るための取組を推進 

・ ハンセン病問題基本法に基づき、偏見や差別を一刻も早く解消するための啓発を推進 

・ ＨＩＶ感染者に対する偏見や差別の解消や、不当な扱いを受けないための啓発を推進 

・ 難病に対する誤解や偏見から生じる人権侵害を防止するための正しい知識の普及・啓

発を推進 

 

○犯罪被害者等 

・ 犯罪等発生直後の直接支援、精神的被害の軽減や早期回復支援等の初期的支援の充実 

・ 「京都府犯罪被害者支援連絡協議会」による途切れのない被害者支援活動や、京都府

犯罪被害者サポートチームによる総合的な支援の実施 

・ 民間支援団体への支援や連携の推進 

・ 各種支援制度の周知、府民理解の促進 

 

○さまざまな人権問題 

・ ホームレスが自立した生活ができるよう、法に基づく自立支援等に関する施策を総合

的に推進 

・ 性同一性障害や性的指向への理解と認識を広げるための教育・啓発等の推進及び文部

科学省通知を踏まえた児童生徒に対するきめ細かな対応の実施 

・ 刑を終えて出所した人が社会復帰できるよう啓発等を推進 

・ アイヌの人々、婚外子、識字問題に対する啓発等を推進 

・ 北朝鮮当局による拉致問題への府民の関心と認識を深めるための啓発等を推進 

 

○社会情勢の変化等により顕在化している人権にかかわる課題 

・ 情報モラルとメディアリテラシーの向上、個人の名誉等の人権に関する正しい理解と

認識を広め、府民が安心してインターネットを利用できるよう教育・啓発を推進 

・ 人権を侵害する悪質な情報の流布・発信等に対しては、関係機関と連携して、国など
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に対する当該情報等の削除や必要な対応を求める要請など個別的に対応 

・ 京都府個人情報保護条例の適正な運用による個人の権利利益の保護とともに、マイナ

ンバー制度実施に当たっての厳格な取扱の実施。また、センシティブ情報を含む個人の

プライバシーや情報の収集・発信における責任・モラルについて教育・啓発を推進 

・ 身元調査の問題に対する啓発を推進。また、「事前登録型本人通知制度」の普及に向

けた市町村への支援 

・ 仕事と生活の調和（ワ―ク・ライフ・バランス）の実現に向けた働き方の見直しや育

児・介護との両立支援、働きやすい職場環境の推進 

・ 職場でのハラスメント防止のための意識啓発、職場環境の改善に向けた支援 

・ 長時間・過重労働など違法な働き方を強いる企業に対するコンプライアンスの徹底、

労働教育の充実と労働関係法の周知・啓発 

・ 京都府自殺対策に関する条例に基づく総合的な自殺対策の推進 

・ ゲートキーパーなどの人材の確保・養成、府民の理解促進、自殺予防の取組の推進、

相談・支援体制の充実、自殺未遂者や自殺者の親族等に対する適切な支援の実施 

 

２ 人権教育・啓発に係る取組 

 

○あらゆる場を通じた人権教育・啓発の推進 

(1) 保育所・幼稚園・認定こども園 

・ 家庭や地域と連携して、乳幼児が健全な心身の発達を図り、人権尊重の精神の芽生え

をはぐくむことができるよう、保育・教育活動を推進 

・ 研修を通した職員の認識の深化、指導力の向上 

 

(2) 学校 

・ 児童生徒の実態を的確に把握して、基礎学力の定着と希望進路の実現を図り、一人ひ

とりを大切にした教育を推進 

・ 教職員がスクールカウンセラーや「まなび・生活アドバイザー」等と協働し、子ども

の人権を巡る実態に適切に対応 

・ 時代の変化に的確に対応した教材を作成し、さまざまな人権問題に対する児童生徒の

理解と認識を深めるとともに、小学校・中学校・高等学校を見通した体系的な人権学習

を充実 

・ 学校での研究実践成果の波及、優れた実践の学校間での共有 

・ 児童生徒が主体的に活動する機会や、自己有用感を高めるための多様な体験活動の充実 

・ いじめの未然防止・早期発見・早期対応、体罰根絶に向けた取組により、人権尊重の

精神に立った学校づくりを推進 

 

 (3) 地域社会 

・ 公民館、隣保館等を拠点とした多様な学習機会の提供を支援 

・ 社会教育関係指導者の資質向上を図る研修の充実 

・ 生涯学習の視点に立った人権学習の充実のための視聴覚ライブラリーや参加型学習を
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取り入れた学習資料の作成 

・ 学校教育と連携した多様な体験活動の機会の充実 

 

(4) 家庭 

・ 社会教育関係職員等への研修等による資質向上 

・ 保護者自身が学ぶための学習機会の充実・情報の提供、交流・相談できるネットワー

クづくりによる家庭教育の支援 

・ 家庭支援総合センターや児童相談所等の専門性を生かした学校や市町村等との連携の

強化による相談活動機能の充実 

 

(5) 企業・職場 

・ 人権が尊重される企業づくりや就労環境の整備、個人情報の適正な管理など、企業の

社会的責任を果たす取組が推進されるよう人権教育・啓発を充実 

・ 企業・職場での人権侵害防止、能力・適性のみを基準とした公正な選考採用の徹底、

企業内人権啓発推進員の設置促進、企業・職場における人権意識高揚の取組を支援 

 

○人権に特に関係する職業従事者に対する研修等の推進 

(1)教職員・社会教育関係職員 

・ 教職員：各学校や京都府総合教育センター等における研修、教職員の主体的な研修な

どを通じた、人権意識の高揚、指導力の向上 

・ いじめの未然防止・早期発見・早期対応や体罰の根絶のための認識の深化、組織的に

教育活動に取り組む意識の醸成 

・ まなび・生活アドバイザー等の専門家との協働等による教職員の資質向上 

・ 私立学校や大学等の教職員に対し、同和問題をはじめとする人権についてのさらなる

意識高揚の要請や、人権教育などの研修等の実施 

・ 社会教育関係職員：地域社会における人権教育に関する認識の深化と、専門性を備え

た指導者として資質向上を図るための研修の実施 

 

(2)医療関係者 

・ 医療従事者を養成する学校等や医療関係団体に対し、人権教育・啓発の充実の指導・要請 

・ 京都府医療安全支援センターによる人権に配慮した対応の指導等の実施 

 

(3)保健福祉関係者 

・ 施設等での虐待事案の状況等も踏まえた人権研修の実施。また、市町村や関係団体等

における人権研修の充実を支援 

・ 保健福祉関係職員を育成する学校等や研修機関に対する人権教育・研修の充実の働き

かけの実施 

 

(4)消防職員 

・ 府立消防学校の課程における人権に関する講義を通じた正しい知識の修得 

・ 被災者や患者の人権尊重、プライバシーの保護等、人権意識高揚に向けた教育の充実 
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(5)警察職員 

・ 職場や警察学校における各種教養などの機会に人権意識を高めるための教育を充実 

・ 被疑者、被留置者、被害者等の人権への配意に重点をおいた教育訓練の充実 

 

(6)公務員 

・ 府職員：本計画の周知・徹底。職務に応じた人権研修の推進。職場研修や自己啓発を支援 

・ 市町村職員：指導者養成研修会等の実施、各種情報提供等により、人権意識の高揚を支援 

 

(7)メディア関係者等 

・ 府民に対して人権尊重の働きかけを積極的に行うよう、メディア関係者や情報発信者

への要請に努め、常に人権に配慮した報道や情報発信等が行われるよう促す 

 

○指導者の養成 

・ 指導者養成の研修を創意工夫し、また、継続的な情報提供等によりその活動を支援 

 

○人権教育・啓発資料等の整備 

・ 専門的な研究や、実践的な学習活動の成果を踏まえ、対象者の発達の段階や習熟度に

応じた効果的な学習教材・啓発資料等を開発 

 

○効果的な手法による人権教育・啓発の実施 

・ 幼児から高齢者まで、生涯学習の視点に立ち、対象者に合わせた教育・啓発の実施 

・ 発達の段階や地域の実情等に応じて学校教育と社会教育が連携 

・ 人権強調月間(８月)、人権週間(１２月)の取組等による社会的気運の醸成 

・ 身近なテーマ設定や幅広い層が主体的に参加できるコンクール、イメージソングの普及

等、手法を工夫した人権啓発の実施 

 

○調査・研究成果の活用 

・ （公財）世界人権問題研究センター等による最新の調査・研究成果を活用し、質の高

い、最新の知識の普及 

・ 人権尊重の理念を現実社会で実践していくための方法論等の研究が推進されるよう研

究機関に要請 

 

○相談機関相互の連携・充実 

・ 府民が身近に相談でき、迅速・的確な対応から救済につながるよう、様々な相談機関

等によるネットワークを強化し、連携強化や情報交換、相談機能の向上等を目的とした

研修等を充実 

・ 実際に発生している人権問題の状況に応じた人権教育・啓発を推進 

・ 様々なメディアを活用した相談機関等の一層の周知 


